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▼
変
更
す
る
投
票
区
（
第
30
投
票
区
）

 　

こ
の
た
び
、
旭
計
器
工
業
株
式
会

社
か
ら
、
１
０
０
万
円
の
寄
付
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

こ
ち
ら
の
寄
付
は
、
新
居
浜
太
鼓
祭

り
と
そ
の
祭
り
を
育
ん
で
き
た
新
居

浜
市
の
魅
力
を
世
界
に
向
け
て
発
信

す
る
「
大
阪
・
関
西
万
博
Ｐ
Ｒ
推
進
事

業
」
に
活
用
し
ま
す
。

　

企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
は
、「
新
居

浜
市
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
推
進

計
画
」
の
趣
旨
に
賛
同
し
た
企
業
が
寄

付
す
る
こ
と
に
よ
り
地
方
自
治
体
を

応
援
す
る
制
度
で
す
。

　

令
和
７
年
７
月
頃
に
予
定
さ
れ
て

い
る
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
に
お
い

て
、
萩
生
（
旦
の
上
、
岸
の
下
）
の
投

票
場
所
を
変
更
し
ま
す
。

日　　程 校区（地区） 場　　所
７月  １日㈫ 宮　西 口屋跡記念公民館
７月  ３日㈭ 船　木 船木公民館
７月  ５ 日㈯ 大　島 大島交流センター
７月  ８ 日㈫ 多喜浜 多喜浜公民館
７月 11 日㈮ 別　子 別子山公民館
７月 14 日㈪ 中　萩 中萩公民館
７月 17 日㈭ 大生院 大生院公民館
７月 22 日㈫ 泉　川 泉川公民館
７月 24 日㈭ 若　宮 若宮公民館
７月 28 日㈪ 惣　開 惣開公民館
７月 30 日㈬ 新居浜 新居浜公民館

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
は
、
カ
ー

ド
本
体
の
有
効
期
限
と
カ
ー
ド
に
搭

載
さ
れ
て
い
る
電
子
証
明
書
の
有
効

期
限
が
あ
り
ま
す
。
各
有
効
期
限
を

迎
え
る
人
に
は
、
期
限
の
約
２
～
３

カ
月
前
に
有
効
期
限
通
知
書
（
転
送

不
要
郵
便
）
が
届
き
ま
す
。

　

カ
ー
ド
本
体
の
更
新
申
請
は
、
パ
ソ

コ
ン
や
ス
マ
ホ
、
郵
送
、
市
民
課
な
ど

で
可
能
で
す
が
、
次
の
郵
便
局
で
も
手

続
き
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

（
電
子
証
明
書
の
更
新
は
こ
れ
ま
で
通

り
市
民
課
で
し
か
で
き
ま
せ
ん
）。

・
垣
生
郵
便
局
（
垣
生
４
‐
13
‐
４
）

・
外
山
郵
便
局
（
外
山
町
２
‐
５
）

・
前
田
郵
便
局
（
前
田
町
15
‐
１
）

・
中
村
郵
便
局
（
中
村
１
‐
７
‐
14
）

【
受
付
時
間
】
平
日
９
時
～
17
時

【
必
要
な
物
】
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド 

と
有
効
期
限
通
知
書

※
有
効
期
限
が
切
れ
る
と
、
各
種
サ
ー

　

ビ
ス
が
利
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

※
更
新
後
の
新
し
い
カ
ー
ド

    

の
受
け
取
り
窓
口
は
市
民

　

課
で
す
。

【
新
】
岸
之
下
自
治
会
館

　
　
　

           （
萩
生
１
２
５
８
‐
13
）

【
旧
】
新
居
浜
萩
生
保
育
園

　
　
　
　
　

   （
萩
生
１
０
９
１
‐
１
） 

　

市
政
や
地
域
課
題
な
ど
に
つ
い
て

の
意
見
交
換
な
ど
、
地
域
に
密
着
し

た
住
民
主
体
の
集
会
「
ま
ち
づ
く
り

タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」
を
７
月
か

ら
９
月
に
か
け
て
開
催
し
ま
す
。

 【
開
催
時
間
】
19
時
～
20
時
30
分

  

※
大
島
地
区
は
11
時
～
12
時
30
分

  

※
雨
天
な
ど
に
よ
り
変
更
・
中
止
と

  　

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
■
ま
ち
づ
く
り
タ
ウ
ン
ミ
ー

　

テ
ィ
ン
グ
の
開
催

■
郵
便
局
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

   

カ
ー
ド
の
更
新
申
請
が

　

で
き
ま
す　

■
投
票
所
の
変
更
に
つ
い
て

　
（
萩
生
）

■
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
に

　

よ
る
寄
付
に
つ
い
て

        　

総
合
政
策
課　

☎
65
‐
１
２
１
0

　

選
挙
管
理
委
員
会　

☎
65
‐
１
３
１
１

　
　
　
　

秘
書
課　

☎
65
‐
１
２
３
１

　
　
　

    　

市
民
課　

☎
65
‐
１
２
３
２
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■
情
報
公
開
制
度
・
個
人
情
報
保
護
制
度

　

市
で
は
、
公
正
で
開
か
れ
た
市
政
と
個
人
情
報
の
適
切
な
取
り
扱
い
を
推
進
す
る

た
め
、「
情
報
公
開
制
度
」
お
よ
び
「
個
人
情
報
保
護
制
度
」
を
運
用
し
て
い
ま
す
。

総
務
課　

☎
65
‐
１
２
１
２

公文書公開請求の実施機関別の件数と処理状況

実施機関 請求（申出）
件数 公開 部分公開 非公開 不存在

市　    長 80 41 31 2 6

消  防  長 ３ 2 1 ０ ０

教育委員会 15 13 2 ０ ０

合     　計 98 56 34 2 6

※実施機関とは、公開請求の対象となる機関で、市長・議会・行政委員会など
　をいいます。
※個人に関する情報や法令などで禁止されているものは、公開できない場合が
　あります。その場合は、部分公開または非公開となります。

▼
情
報
公
開
制
度
の
運
用
状
況

　

情
報
公
開
制
度
は
、
皆
さ
ん
の
請
求

に
よ
り
、
市
が
保
有
し
て
い
る
行
政
情

報
（
公
文
書
）
を
公
開
す
る
も
の
で
す
。

　

個人情報開示請求の実施機関別の件数と処理状況

実施機関 請求（申出）
件数 開示 部分開示 不開示 不存在

市　    長 ２ １ 0 ０ １

消  防  長 2 0 ２ ０ ０

教育委員会 1 0 １ ０ ０

合　    計 5 1 ３ ０ １

※自己を本人とする保有個人情報について、開示・訂正・利用停止の請求がで
　きます。
※本人以外の個人に関する情報や、法令などで禁止されている
　ものは開示できない場合があります。その場合は、部分開示
　または不開示　となります。

▼
個
人
情
報
保
護
制
度
の
運
用
状
況

　

個
人
情
報
保
護
制
度
は
、
個
人
の
権

利
利
益
を
保
護
す
る
た
め
、
個
人
情

報
の
取
得
、
利
用
、
管
理
な
ど
個
人

情
報
を
適
正
に
取
り
扱
う
も
の
で
す
。

■
６
月
は
環
境
月
間
（
６
月
５
日
は
環
境
の
日
）

　
　

廃
棄
物
対
策
課　

☎
65
‐
１
２
５
２

　
　

環
境
政
策
課　
　

☎
65
‐
１
５
１
２

　

６
月
は
、
環
境
保
全
に
つ
い
て
幅
広
く
関
心
と
理
解
を
深
め
、
積
極
的
に
環
境
保

全
活
動
を
行
う
意
欲
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
環
境
月
間
に
定
め
れ
ら
れ
て

い
ま
す
。
一
人
ひ
と
り
が
環
境
に
つ
い
て
考
え
、
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
環
境
に
良
い

こ
と
を
取
り
組
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

▼
ダ
ン
ボ
ー
ル
コ
ン
ポ
ス
ト
講
習
会

　

生
ご
み
ダ
ン
ボ
ー
ル
コ
ン
ポ
ス
ト

は
微
生
物
を
利
用
し
て
家
庭
か
ら
出

た
生
ご
み
を
堆
肥
化
す
る
も
の
で
す
。

　

コ
ン
ポ
ス
ト
の
使
い
方
な
ど
に
つ

い
て
市
内
公
民
館
な
ど
で
講
習
会
を

開
催
し
ま
す
の
で
、
参
加
し
た
い
人
は

開
催
日
の
前
日
ま
で
に
廃
棄
物
対
策

課
ま
で
電
話
ま
た
は
メ
ー
ル
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

開催日 開催場所

 ６ 月12 日㈭ 惣開公民館

 ６ 月19 日㈭ 角野公民館

 ６ 月26 日㈭ 垣生公民館

 ７ 月 ３ 日㈭ 新居浜公民館

 ７ 月10 日㈭ 浮島公民館

 ７ 月17 日㈭ 中萩公民館

 ７ 月31 日㈭ 金栄公民館

 ８ 月 ７日㈭ 船木公民館

 ８ 月21 日㈭ 大生院公民館

 ９ 月11 日㈭ 神郷公民館

 ９ 月18 日㈭ 地域交流センター

10 月 ２ 日㈭ 高津公民館

10 月 ９ 日㈭ 泉川公民館

10 月23 日㈭ 口屋跡記念公民館

11 月13 日㈭ 多喜浜公民館

11 月20 日㈭ 若宮公民館
※講習時間は 10 時から１時間程度の予定です。
※講習会場でも基材セットを購入することが
　できます（要事前予約）。
　gomi@city.niihama.lg.jp

▼
野
焼
き
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

　
「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す

る
法
律
」
に
よ
り
、
農
業
を
営
む
上
で

や
む
を
得
ず
に
野
焼
き
を
行
う
な
ど

の
一
部
例
外
を
除
い
て
、
野
焼
き
は
原

則
禁
止
さ
れ
い
て
ま
す
。
例
外
に
該
当

す
る
場
合
で
も
、
時
間
帯
や
風
向
き
に

注
意
し
、
周
囲
の
人
に
声
を
か
け
る
な

ど
、
周
辺
地
域
へ
の
生
活
環
境
に
配
慮

を
し
ま
し
ょ
う
。
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